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令和３年６月１日　火曜日 長 崎 県 公 報 号　外

毎週　火曜・金曜日発行 ◯印は長崎県例規集に登載するもの
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　○長崎県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則  警 務 課
　○特例施設占有者の指定等に関する規則等の一部を改正する規則  〃

◎　公安委員会告示
　・長崎県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則  警 務 課
（令和３年長崎県公安委員会規則第５号）第３条に規定する電子情報処理組織
を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができる
手続等の根拠となる法令の名称及び条項並びに当該使用を開始する日

　・長崎県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則  〃
（令和３年長崎県公安委員会規則第５号）第４条第１項の規定により公安委員
会等が定める技術的基準、同条第３項の規定により公安委員会等が定める電磁
的記録への記録の要領、同条第４項ただし書に規定する措置、第５条ただし書
に規定する措置及び第６条の規定により公安委員会等が定める書面等の取扱い

　長崎県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則をここに公布する。
　　令和３年６月１日

長崎県公安委員会委員長　川口　博樹　
長崎県公安委員会規則第５号
　　　長崎県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則
　長崎県公安委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成18年長崎県公安委員会規則第
13号）の全部を改正する。
　　（趣旨）
第１条　この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
施行規則（平成15年国家公安委員会規則第６号）第11条及び長崎県行政手続等における情報通信の技術の利用
に関する条例（平成16年長崎県条例第67号。以下「情報通信利用条例」という。）第３条の規定により、公安
委員会等に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う
場合に関し、必要な事項を定めるものとする。
　　（定義）
第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴　公安委員会等　長崎県公安委員会、長崎県警察本部長及び警察署長をいう。
⑵　法令　法律、法律に基づく命令、条例及び執行機関の規則（規程を含む。）をいう。
⑶　電子署名　電子署名及び認証業務に関する法律（平成12年法律第102号）第２条第１項に規定する電子署
名をいう。
⑷　電子証明書　電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこ
れらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
⑸　申請等　情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律第151号。以下「情報通信技
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術活用法」という。）第３条第８号及び情報通信利用条例第２条第６号に規定する申請等をいう。
２　前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。
　　（手続等の告示）
第３条　公安委員会等は、この規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用
する方法により行うことができる手続等について、あらかじめ根拠となる法令の名称及び条項その他公安委員
会等が必要と認める事項を告示するものとする。
　　（電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等）
第４条　情報通信技術活用法第６条第１項又は情報通信利用条例第３条第１項の規定により電子情報処理組織を
使用する方法により申請等を行う者は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る
電子計算機であって公安委員会等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処
理組織を使用する方法により、申請等を行わなければならない。
２　前項に規定する者は、申請等を書面等により行うときに法令の規定により書面等に記載すべきこととされて
いる事項その他公安委員会等が必要と認める事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、
又は送信しなければならない。
３　第１項に規定する者は、公安委員会等が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて
提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又はこれらに記載
すべき若しくは記録すべき事項を、併せて入力し、又は送信しなければならない。
４　前２項の規定により申請等を行う者は、入力し、又は送信する事項についての情報に電子署名を行い、当該
電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならな
い。ただし、公安委員会等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、
この限りではない。
⑴　商業登記法（昭和38年法律第125号）第12条の２第１項及び第３項（これらの規定を他の法令の規定にお
いて準用する場合を含む。）の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
⑵　電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号）第３
条第１項に規定する署名用電子証明書
⑶　公安委員会等が告示で定める電子証明書（前２号に規定するものを除く。）
⑷　前各号に規定するもののほか、公安委員会等が指定する電子証明書
５　法令の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第２項及び第３項の規定に基づき
当該数通の書面等のうち一つに記載されている事項又はこれらに記載すべき事項を入力し、又は送信した場合
は、その他の同一内容の書面等に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項が入力し、又は送信された
ものとみなす。
　　（署名等に代わる措置）
第５条　情報通信技術活用法第６条第４項及び情報通信利用条例第３条第４項に規定する氏名又は名称を明らか
にする措置は、申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書（第４条
第４項に定める電子証明書に限る。）と併せてこれを送信する措置とする。ただし、公安委員会等の指定する
方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
　　（申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分
がある場合）
第６条　情報通信技術活用法第６条第６項に規定する申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行
うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。
⑴　申請等をする者について対面による本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合
⑵　申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会等が認める場合
⑶　前２号に掲げるほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能又は申請
等に係る利便性を著しく損なう場合

　　（委任）
第７条　この規則に定めるもののほか、公安委員会等に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項は、警察本部長が定める。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。
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　特例施設占有者の指定等に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和３年６月１日

長崎県公安委員会委員長　川口　博樹　
長崎県公安委員会規則第６号
　　　特例施設占有者の指定等に関する規則等の一部を改正する規則
　　（特例施設占有者の指定等に関する規則の一部改正）
第１条　特例施設占有者の指定等に関する規則（平成19年長崎県公安委員会規則第25号）の一部を次のように改
正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第２条関係） 別記様式第１号（第２条関係）

特例施設占有者の指定等に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。
令和３年６月１日

長崎県公安委員会委員長 川口 博樹
長崎県公安委員会規則第６号

特例施設占有者の指定等に関する規則等の一部を改正する規則
（特例施設占有者の指定等に関する規則の一部改正）

第１条 特例施設占有者の指定等に関する規則（平成19年長崎県公安委員会規則第25号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第２条関係） 別記様式第１号（第２条関係）

特例施設占有者の指定等に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。
令和３年６月１日

長崎県公安委員会委員長 川口 博樹
長崎県公安委員会規則第６号

特例施設占有者の指定等に関する規則等の一部を改正する規則
（特例施設占有者の指定等に関する規則の一部改正）

第１条 特例施設占有者の指定等に関する規則（平成19年長崎県公安委員会規則第25号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第２条関係） 別記様式第１号（第２条関係）
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別記様式第２号（第２条関係） 別記様式第２号（第２条関係）

　　（聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部改正）
第２条　聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成８年長崎県公安委員会規則第１号）の一部を次のように
改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第４条、第24条関係） 別記様式第１号（第４条、第24条関係）

別記様式第２号（第２条関係） 別記様式第２号（第２条関係）別記様式第２号（第２条関係） 別記様式第２号（第２条関係）

（聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部改正）
第２条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成８年長崎県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第４条、第24条関係） 別記様式第１号（第４条、第24条関係）

（聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部改正）
第２条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成８年長崎県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第４条、第24条関係） 別記様式第１号（第４条、第24条関係）
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別記様式第２号（第４条、第24条関係） 別記様式第２号（第４条、第24条関係）

別記様式第３号（第５条関係） 別記様式第３号（第５条関係）

別記様式第２号（第４条、第24条関係） 別記様式第２号（第４条、第24条関係）別記様式第２号（第４条、第24条関係） 別記様式第２号（第４条、第24条関係）

別記様式第３号（第５条関係） 別記様式第３号（第５条関係）別記様式第３号（第５条関係） 別記様式第３号（第５条関係）
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別記様式第４号（第６条関係） 別記様式第４号（第６条関係）

別記様式第５号（第７条関係） 別記様式第５号（第７条関係）

別記様式第４号（第６条関係） 別記様式第４号（第６条関係）別記様式第４号（第６条関係） 別記様式第４号（第６条関係）

別記様式第５号（第７条関係） 別記様式第５号（第７条関係）別記様式第５号（第７条関係） 別記様式第５号（第７条関係）
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別記様式第６号（第８条関係） 別記様式第６号（第８条関係）別記様式第６号（第８条関係） 別記様式第６号（第８条関係）別記様式第６号（第８条関係） 別記様式第６号（第８条関係）
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別記様式第７号（第９条、第24条関係） 別記様式第７号（第９条、第24条関係）

別記様式第８号（第９条関係、第24条関係） 別記様式第８号（第９条関係、第24条関係）

別記様式第７号（第９条、第24条関係） 別記様式第７号（第９条、第24条関係）別記様式第７号（第９条、第24条関係） 別記様式第７号（第９条、第24条関係）

別記様式第８号（第９条関係、第24条関係） 別記様式第８号（第９条関係、第24条関係）別記様式第８号（第９条関係、第24条関係） 別記様式第８号（第９条関係、第24条関係）
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別記様式第９号（第10条関係） 別記様式第９号（第10条関係）

別記様式第10号（第11条関係、第24条関係） 別記様式第10号（第11条関係、第24条関係）

別記様式第９号（第10条関係） 別記様式第９号（第10条関係）別記様式第９号（第10条関係） 別記様式第９号（第10条関係）

別記様式第10号（第11条関係、第24条関係） 別記様式第10号（第11条関係、第24条関係）別記様式第10号（第11条関係、第24条関係） 別記様式第10号（第11条関係、第24条関係）
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別記様式第11号（第11条、第24条関係） 別記様式第11号（第11条、第24条関係）

別記様式第12号（第15条関係、第16条関係） 別記様式第12号（第15条関係、第16条関係）

別記様式第11号（第11条、第24条関係） 別記様式第11号（第11条、第24条関係）別記様式第11号（第11条、第24条関係） 別記様式第11号（第11条、第24条関係）

別記様式第12号（第15条関係、第16条関係） 別記様式第12号（第15条関係、第16条関係）別記様式第12号（第15条関係、第16条関係） 別記様式第12号（第15条関係、第16条関係）
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別記様式第13号（第17条関係） 別記様式第13号（第17条関係）別記様式第13号（第17条関係） 別記様式第13号（第17条関係）別記様式第13号（第17条関係） 別記様式第13号（第17条関係）
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別記様式第14号（第18条関係） 別記様式第14号（第18条関係）

別記様式第15号（第19条関係） 別記様式第15号（第19条関係）

別記様式第14号（第18条関係） 別記様式第14号（第18条関係）別記様式第14号（第18条関係） 別記様式第14号（第18条関係）

別記様式第15号（第19条関係） 別記様式第15号（第19条関係）別記様式第15号（第19条関係） 別記様式第15号（第19条関係）
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別記様式第16号（第20条関係） 別記様式第16号（第20条関係）別記様式第16号（第20条関係） 別記様式第16号（第20条関係）別記様式第16号（第20条関係） 別記様式第16号（第20条関係）
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別記様式第17号（第22条関係） 別記様式第17号（第22条関係）

　　（長崎県公安委員会に対する審査請求の手続に関する規則の一部改正）
第３条　長崎県公安委員会に対する審査請求の手続に関する規則（平成28年長崎県公安委員会規則第５号）の一
部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第10条、第17条、第27条関係） 別記様式第１号（第10条、第17条、第27条関係）

別記様式第17号（第22条関係） 別記様式第17号（第22条関係）別記様式第17号（第22条関係） 別記様式第17号（第22条関係）

（長崎県公安委員会に対する審査請求の手続に関する規則の一部改正）
第３条 長崎県公安委員会に対する審査請求の手続に関する規則（平成28年長崎県公安委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第10条、第17条、第27条関係） 別記様式第１号（第10条、第17条、第27条関係）

（長崎県公安委員会に対する審査請求の手続に関する規則の一部改正）
第３条 長崎県公安委員会に対する審査請求の手続に関する規則（平成28年長崎県公安委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第10条、第17条、第27条関係） 別記様式第１号（第10条、第17条、第27条関係）



― 15 ―

令和３年６月１日　火曜日 長 崎 県 公 報 号　外

　　（被留置者の不服申立てに関する規則の一部改正）
第４条　被留置者の不服申してに関する規則（平成19年長崎県公安委員会規則第19号）の一部を次のように改正
する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第５号（第５条関係） 別記様式第５号（第５条関係）

別記様式第４号（第23条関係） 別記様式第４号（第23条関係）別記様式第４号（第23条関係） 別記様式第４号（第23条関係）別記様式第４号（第23条関係） 別記様式第４号（第23条関係）

（被留置者の不服申立てに関する規則の一部改正）
第４条 被留置者の不服申してに関する規則（平成19年長崎県公安委員会規則第19号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第５号（第５条関係） 別記様式第５号（第５条関係）

（被留置者の不服申立てに関する規則の一部改正）
第４条 被留置者の不服申してに関する規則（平成19年長崎県公安委員会規則第19号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第５号（第５条関係） 別記様式第５号（第５条関係）
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令和３年６月１日　火曜日 長 崎 県 公 報 号　外

別記様式第10号（第10条関係） 別記様式第10号（第10条関係）

別記様式第18号（第18条関係） 別記様式第18号（第18条関係）

別記様式第10号（第10条関係） 別記様式第10号（第10条関係）別記様式第10号（第10条関係） 別記様式第10号（第10条関係）

別記様式第18号（第18条関係） 別記様式第18号（第18条関係）別記様式第18号（第18条関係） 別記様式第18号（第18条関係）
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令和３年６月１日　火曜日 長 崎 県 公 報 号　外

別記様式第19号（第19条関係） 別記様式第19号（第19条関係）

　　（少年による性風俗関連特殊営業の利用の防止に関する条例施行規則の一部改正）
第５条　少年による性風俗関連特殊営業の利用の防止に関する条例施行規則（平成14年長崎県公安委員会規則第
１号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第２条関係） 別記様式第１号（第２条関係）

別記様式第19号（第19条関係） 別記様式第19号（第19条関係）別記様式第19号（第19条関係） 別記様式第19号（第19条関係）

（少年による性風俗関連特殊営業の利用の防止に関する条例施行規則の一部改正）
第５条 少年による性風俗関連特殊営業の利用の防止に関する条例施行規則（平成14年長崎県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第２条関係） 別記様式第１号（第２条関係）

（少年による性風俗関連特殊営業の利用の防止に関する条例施行規則の一部改正）
第５条 少年による性風俗関連特殊営業の利用の防止に関する条例施行規則（平成14年長崎県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第２条関係） 別記様式第１号（第２条関係）
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令和３年６月１日　火曜日 長 崎 県 公 報 号　外
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令和３年６月１日　火曜日 長 崎 県 公 報 号　外

別記様式第２号（第３条関係） 別記様式第２号（第３条関係）

別記様式第３号（第３条関係） 別記様式第３号（第３条関係）

別記様式第２号（第３条関係） 別記様式第２号（第３条関係）別記様式第２号（第３条関係） 別記様式第２号（第３条関係）

別記様式第３号（第３条関係） 別記様式第３号（第３条関係）別記様式第３号（第３条関係） 別記様式第３号（第３条関係）
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令和３年６月１日　火曜日 長 崎 県 公 報 号　外

別記様式第４号（第５条関係） 別記様式第４号（第５条関係）

　　（自動車運転代行業の適性化に関する法律に基づく認定等に関する規則の一部改正）
第６条　自動車運転代行業の適性化に関する法律に基づく認定等に関する規則（平成28年長崎県公安委員会規則
第２号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第２条関係） 別記様式第１号（第２条関係）

別記様式第４号（第５条関係） 別記様式第４号（第５条関係）別記様式第４号（第５条関係） 別記様式第４号（第５条関係）

（自動車運転代行業の適性化に関する法律に基づく認定等に関する規則の一部改正）
第６条 自動車運転代行業の適性化に関する法律に基づく認定等に関する規則（平成28年長崎県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第２条関係） 別記様式第１号（第２条関係）

（自動車運転代行業の適性化に関する法律に基づく認定等に関する規則の一部改正）
第６条 自動車運転代行業の適性化に関する法律に基づく認定等に関する規則（平成28年長崎県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第２条関係） 別記様式第１号（第２条関係）
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令和３年６月１日　火曜日 長 崎 県 公 報 号　外

　　（安全運転管理者等に対する講習の実施に関する規則の一部改正）
第７条　安全運転管理者等に対する講習の実施に関する規則（平成19年長崎県公安委員会規則第５号）の一部を
次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第９条関係） 別記様式第１号（第９条関係）

別記様式第２号（第９条関係） 別記様式第２号（第９条関係）

（安全運転管理者等に対する講習の実施に関する規則の一部改正）
第７条 安全運転管理者等に対する講習の実施に関する規則（平成19年長崎県公安委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第９条関係） 別記様式第１号（第９条関係）

（安全運転管理者等に対する講習の実施に関する規則の一部改正）
第７条 安全運転管理者等に対する講習の実施に関する規則（平成19年長崎県公安委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第９条関係） 別記様式第１号（第９条関係）

別記様式第２号（第９条関係） 別記様式第２号（第９条関係）別記様式第２号（第９条関係） 別記様式第２号（第９条関係）
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令和３年６月１日　火曜日 長 崎 県 公 報 号　外

別記様式第３号（第９条関係） 別記様式第３号（第９条関係）

　　（自転車運転者講習の実施に関する規則の一部改正）
第８条　自動車運転者講習の実施に関する規則（平成27年長崎県公安委員会規則第４号）の一部を次のように改
正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第５号（第５条関係） 別記様式第５号（第５条関係）

別記様式第３号（第９条関係） 別記様式第３号（第９条関係）別記様式第３号（第９条関係） 別記様式第３号（第９条関係）

（自転車運転者講習の実施に関する規則の一部改正）
第８条 自動車運転者講習の実施に関する規則（平成27年長崎県公安委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第５号（第５条関係） 別記様式第５号（第５条関係）

（自転車運転者講習の実施に関する規則の一部改正）
第８条 自動車運転者講習の実施に関する規則（平成27年長崎県公安委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第５号（第５条関係） 別記様式第５号（第５条関係）
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令和３年６月１日　火曜日 長 崎 県 公 報 号　外

　　（高齢者講習及び認知機能検査の実施に関する規則の一部改正）
第９条　高齢者講習及び認知機能検査の実施に関する規則（平成26年長崎県公安委員会規則第10号）の一部を次
のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　　（指導員等の要件）
第３条　高齢者講習等において指導に従事する者（以下「高
齢者講習指導員」という。）は、講習規則第７条第２項各
号及び次の各号（受講者の利便を図るために過疎地、辺地
等を含む地域において講習を行う場合は、第３号及び第４
号を除く。）のいずれにも該当する者でなければならない。
⑴　略
⑵　次のいずれにも該当しない者
ア　略
イ　法第117条の２の２第12号の罪を犯し、罰金以上の
刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受
けることがなくなった日から起算して２年を経過して
いない者
ウ　略
⑶～⑸　略
２　認知機能検査を行う者（以下「検査員」という。）は、
講習規則第４条第２項各号のいずれにも該当し、かつ、次
の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。
⑴　略
⑵　法第117条の２の２第12号の罪を犯し、罰金以上の刑
に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受ける
ことがなくなった日から起算して２年を経過していない
者
⑶　略

　　（指導員等の要件）
第３条　高齢者講習等において指導に従事する者（以下「高
齢者講習指導員」という。）は、講習規則第７条第２項各
号及び次の各号（受講者の利便を図るために過疎地、辺地
等を含む地域において講習を行う場合は、第３号及び第４
号を除く。）のいずれにも該当する者でなければならない。
⑴　略
⑵　次のいずれにも該当しない者
ア　略
イ　法第117条の２の２第11号の罪を犯し、罰金以上の
刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受
けることがなくなった日から起算して２年を経過して
いない者
ウ　略
⑶～⑸　略
２　認知機能検査を行う者（以下「検査員」という。）は、
講習規則第４条第２項各号のいずれにも該当し、かつ、次
の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。
⑴　略
⑵　法第117条の２の２第11号の罪を犯し、罰金以上の刑
に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受ける
ことがなくなった日から起算して２年を経過していない
者
⑶　略

別記様式第１号（第４条関係） 別記様式第１号（第４条関係）

（高齢者講習及び認知機能検査の実施に関する規則の一部改正）
第９条 高齢者講習及び認知機能検査の実施に関する規則（平成26年長崎県公安委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（指導員等の要件） （指導員等の要件）
第３条 高齢者講習等において指導に従事する者（以下「高齢者講習指導員」とい 第３条 高齢者講習等において指導に従事する者（以下「高齢者講習指導員」とい

う ）は、講習規則第７条第２項各号及び次の各号（受講者の利便を図るために う ）は、講習規則第７条第２項各号及び次の各号（受講者の利便を図るために。 。
、 、 。） 、 、 。）過疎地 辺地等を含む地域において講習を行う場合は 第３号及び第４号を除く 過疎地 辺地等を含む地域において講習を行う場合は 第３号及び第４号を除く

のいずれにも該当する者でなければならない。 のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 略 (1) 略
(2) 次のいずれにも該当しない者 (2) 次のいずれにも該当しない者
ア 略 ア 略
イ 法第117条の２の２第12号の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執 イ 法第117条の２の２第11号の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執
行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して２年を 行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して２年を
経過していない者 経過していない者

ウ 略 ウ 略
(3)～(5) 略 (3)～(5) 略

２ 認知機能検査を行う者（以下「検査員」という ）は、講習規則第４条第２項 ２ 認知機能検査を行う者（以下「検査員」という ）は、講習規則第４条第２項。 。
各号のいずれにも該当し、かつ、次の各号のいずれにも該当しない者でなければ 各号のいずれにも該当し、かつ、次の各号のいずれにも該当しない者でなければ
ならない。 ならない。
(1) 略 (1) 略
(2) 法第117条の２の２第12号の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行 (2) 法第117条の２の２第11号の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行
を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過 を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過
していない者 していない者

(3) 略 (3) 略

別記様式第１号（第４条関係） 別記様式第１号（第４条関係）

（高齢者講習及び認知機能検査の実施に関する規則の一部改正）
第９条 高齢者講習及び認知機能検査の実施に関する規則（平成26年長崎県公安委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（指導員等の要件） （指導員等の要件）
第３条 高齢者講習等において指導に従事する者（以下「高齢者講習指導員」とい 第３条 高齢者講習等において指導に従事する者（以下「高齢者講習指導員」とい

う ）は、講習規則第７条第２項各号及び次の各号（受講者の利便を図るために う ）は、講習規則第７条第２項各号及び次の各号（受講者の利便を図るために。 。
、 、 。） 、 、 。）過疎地 辺地等を含む地域において講習を行う場合は 第３号及び第４号を除く 過疎地 辺地等を含む地域において講習を行う場合は 第３号及び第４号を除く

のいずれにも該当する者でなければならない。 のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 略 (1) 略
(2) 次のいずれにも該当しない者 (2) 次のいずれにも該当しない者
ア 略 ア 略
イ 法第117条の２の２第12号の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執 イ 法第117条の２の２第11号の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執
行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して２年を 行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して２年を
経過していない者 経過していない者

ウ 略 ウ 略
(3)～(5) 略 (3)～(5) 略

２ 認知機能検査を行う者（以下「検査員」という ）は、講習規則第４条第２項 ２ 認知機能検査を行う者（以下「検査員」という ）は、講習規則第４条第２項。 。
各号のいずれにも該当し、かつ、次の各号のいずれにも該当しない者でなければ 各号のいずれにも該当し、かつ、次の各号のいずれにも該当しない者でなければ
ならない。 ならない。
(1) 略 (1) 略
(2) 法第117条の２の２第12号の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行 (2) 法第117条の２の２第11号の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行
を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過 を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過
していない者 していない者

(3) 略 (3) 略

別記様式第１号（第４条関係） 別記様式第１号（第４条関係）

別記様式第３号（第６条関係） 別記様式第３号（第６条関係）別記様式第３号（第６条関係） 別記様式第３号（第６条関係）
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別記様式第３号（第６条関係） 別記様式第３号（第６条関係）

別記様式第４号（第６条関係） 別記様式第４号（第６条関係）
別記様式第４号（第６条関係） 別記様式第４号（第６条関係）別記様式第４号（第６条関係） 別記様式第４号（第６条関係）
別記様式第４号（第６条関係） 別記様式第４号（第６条関係）

別記様式第３号（第６条関係） 別記様式第３号（第６条関係）

別記様式第４号（第６条関係） 別記様式第４号（第６条関係）

別記様式第３号（第６条関係） 別記様式第３号（第６条関係）
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　　（大型免許等を受けようとする者に対する講習の実施に関する規則の一部改正）
第10条　大型免許等を受けようとする者に対する講習の実施に関する規則（平成６年長崎県公安委員会規則第12
号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

　　（取消処分者講習の実施に関する規則の一部改正）
第11条　取消処分者講習の実施に関する規則（平成26年長崎県公安委員会規則第９号）の一部を次のように改正
する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第６条関係） 別記様式第１号（第６条関係）

（大型免許等を受けようとする者に対する講習の実施に関する規則の一部改正）
第10条 大型免許等を受けようとする者に対する講習の実施に関する規則（平成６年長崎県公安委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第６条関係） 別記様式第１号（第６条関係）

（大型免許等を受けようとする者に対する講習の実施に関する規則の一部改正）
第10条 大型免許等を受けようとする者に対する講習の実施に関する規則（平成６年長崎県公安委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第６条関係） 別記様式第１号（第６条関係）
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改正後 改正前

別記様式第１号（第４条関係） 別記様式第１号（第４条関係）

別記様式第２号（第４条関係） 別記様式第２号（第４条関係）別記様式第２号（第４条関係） 別記様式第２号（第４条関係）別記様式第２号（第４条関係） 別記様式第２号（第４条関係）

（取消処分者講習の実施に関する規則の一部改正）
第11条 取消処分者講習の実施に関する規則（平成26年長崎県公安委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第４条関係） 別記様式第１号（第４条関係）

（取消処分者講習の実施に関する規則の一部改正）
第11条 取消処分者講習の実施に関する規則（平成26年長崎県公安委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第１号（第４条関係） 別記様式第１号（第４条関係）
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別記様式第３号（第４条関係） 別記様式第３号（第４条関係）

　　（長崎県指定講習機関に関する規則の一部改正）
第12条　長崎県指定講習機関に関する規則（平成26年長崎県公安委員会規則第17号）の一部を次のように改正す
る。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第19号（第10条関係） 別記様式第19号（第10条関係）

別記様式第３号（第４条関係） 別記様式第３号（第４条関係）別記様式第３号（第４条関係） 別記様式第３号（第４条関係）

（長崎県指定講習機関に関する規則の一部改正）
第12条 長崎県指定講習機関に関する規則（平成26年長崎県公安委員会規則第17号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第19号（第10条関係） 別記様式第19号（第10条関係）

（長崎県指定講習機関に関する規則の一部改正）
第12条 長崎県指定講習機関に関する規則（平成26年長崎県公安委員会規則第17号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第19号（第10条関係） 別記様式第19号（第10条関係）
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　　（指定自動車教習所の職員に対する講習の実施に関する規則の一部改正）
第13条　指定自動車教習所の職員に対する講習の実施に関する規則（平成６年長崎県公安委員会規則第７号）の
一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

　　（運転免許取得者教育の認定に関する規則の一部改正）
第14条　運転免許取得者教育の認定に関する規則（平成26年長崎県公安委員会規則第14号）の一部を次のように
改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別記様式第５号（第７条関係） 別記様式第５号（第７条関係）

（指定自動車教習所の職員に対する講習の実施に関する規則の一部改正）
第13条 指定自動車教習所の職員に対する講習の実施に関する規則（平成６年長崎県公安委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

別記様式第５号（第７条関係） 別記様式第５号（第７条関係）

（指定自動車教習所の職員に対する講習の実施に関する規則の一部改正）
第13条 指定自動車教習所の職員に対する講習の実施に関する規則（平成６年長崎県公安委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

別記様式第５号（第７条関係） 別記様式第５号（第７条関係）
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　　　附　則
　　（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
　　（経過措置）
２　この規則の施行の際、それぞれの規則に基づいて施行日前に作成した書類は、改正後の相当規定に基づいて
作成したものとみなす。
３　この規則の施行の際、それぞれの規則による改正前の別記様式等の用紙で、現に残存するものは、所要の修
正を加え、なお使用することができる。

改正後 改正前

別記様式第２号（第２条関係） 別記様式第２号（第２条関係）

公安委員会告示

長崎県公安委員会告示第18号
　長崎県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則（令和３年長崎県公安委員会規
則第５号）第３条に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う
ことができる手続等の根拠となる法令の名称及び条項並びに当該使用を開始する日を次のように告示する。
　　令和３年６月１日

長崎県公安委員会委員長　川口　博樹　
１　手続等の根拠となる法令の名称及び条項

名称 条項

道路交通法（昭和35年法律第105号） 第78条第１項、第４項及び第５項

警備業法（昭和47年法律第117号） 第16条第２項及び第３項

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行
規則（平成３年国家公安委員会規則第４号）

第17条第１項

（運転免許取得者教育の認定に関する規則の一部改正）
第14条 運転免許取得者教育の認定に関する規則（平成26年長崎県公安委員会規則第14号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

別記様式第２号（第２条関係） 別記様式第２号（第２条関係）

（運転免許取得者教育の認定に関する規則の一部改正）
第14条 運転免許取得者教育の認定に関する規則（平成26年長崎県公安委員会規則第14号）の一部を次のように改正する。
次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

別記様式第２号（第２条関係） 別記様式第２号（第２条関係）
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２　使用を開始する日
　　令和３年６月１日

長崎県公安委員会告示第19号
　長崎県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則（令和３年長崎県公安委員会規
則第５号）第４条第１項の規定により公安委員会等が定める技術的基準、同条第３項の規定により公安委員会等
が定める電磁的記録への記録の要領、同条第４項ただし書に規定する措置、第５条ただし書に規定する措置及び
第６条の規定により公安委員会等が定める書面等の取扱いを次のように定める。
　　令和３年６月１日

長崎県公安委員会委員長　川口　博樹　
１　長崎県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則（令和３年長崎県公安委員会
規則第５号。以下「規則」という。）第４条第１項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術
的基準は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を
備えたものとする。
２　公安委員会等は、規則第４条第３項に規定する者（同項の規定に基づき、書面等に記載され又は記載すべき
事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取ってできた電磁的記録を入力し、又は送
信しようとする者に限る。）に、当該電磁的記録に当該電磁的記録を作成した年月日時を記録させることがで
きる。
３　規則第４条第４項ただし書に規定する措置は、別表第１の左欄に掲げる法令等の同表右欄に掲げる規定に基
づく申請等を行う場合において、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信（電気通信事業法
（昭和59年法律第86号）第２条第１号に規定する電気通信をいう。以下この項において同じ。）の送信（公衆に
よって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。）の用に供される電気通信設備のうち当該申
請等の用に供する部分（以下「申請部分」という。）をインターネットにおいて識別することができる文字、
番号、記号その他の符号であって、申請等を行う者の電子メールアドレス（特定電子メールの送信の適正化等
に関する法律（平成14年法律第26号）第２条第３号に規定する電子メールアドレスをいう。）ごとに異なるも
のとなるように、有効期間を定めて割り当てられるもの（以下「ワンタイムＵＲＬ」という。）を受信し、当
該ワンタイムＵＲＬを用いて申請部分に接続する措置とする。
４　規則第５条ただし書に規定する措置は、別表第２の左欄に掲げる法令等の同表右欄に掲げる規定に基づく申
請等を行う場合において、規則第４条第２項の規定により氏名又は名称を入力し、又は送信することとする。
５　規則第６条の場合において、規則第４条の規定により申請等を行う者は、書面等（規則第６条に規定する部
分に限る。）を提出しようとするときは、公安委員会等が指定する文字、番号又は記号その他の符号を明らか
にしなければならない。

別表第１（３関係）

法令等 規定

道路交通法（昭和35年法律第105号） 第74条の３第５項並びに第78条第１項、第４項
及び第５項

警備業法（昭和47年法律第117号） 第10条第１項、第16条第２項及び第３項並びに
第17条第２項

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の
飛行の禁止に関する法律（平成28年法律第９号）

第10条第３項

道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号） 第５条第１項及び第８条第１項

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施
行規則（平成３年国家公安委員会規則第４号）

第17条第１項
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別表第２（４関係）

法令等 規定

道路交通法（昭和35年法律第105号） 第74条の３第５項並びに第78条第１項、第４項
及び第５項

警備業法（昭和47年法律第117号） 第10条第１項、第16条第２項及び第３項並びに
第17条第２項

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の
飛行の禁止に関する法律（平成28年法律第９号）

第10条第３項

道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号） 第５条第１項及び第８条第１項

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施
行規則（平成３年国家公安委員会規則第４号）

第17条第１項
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